
 

 

 

 

                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜社会福祉法人 青森県すこやか福祉事業団の理念＞ 

 私たちは、すべての人がお互いに尊重し合い、安心して暮らしていける社会の

実現を目指します。 

 

＜ライフサポートあおばの理念＞ 

共感（きょうかん）・協働（きょうどう）・共生（きょうせい） 

 

＜ライフサポートあおばの基本方針＞ 

私たちは、本人と家族の思いを大切にし、共に歩みます。 

私たちは、支援の輪を大きくするため、みんなと協力し合います。 

私たちは、みんなが普通に暮らしていけるよう、地域との架け橋になります。 



《事業内容》 

 児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援 

利用 

対象の方 

市町村が「療育」を必要と判断したお子さん 

（市町村から「通所受給者証」の支給決定を受ける必要があります） 

定員 １日１０名受け入れ（送迎は行っておりません） 

サービス 

提供時間 

９：３０～１３：３０ 
１５：３０～１７：４５ 

（１時間以内／１回） 
９：３０～１７：４５ 

土日祝日・年末年始を除く 

利用料 

1,363 円 

※児童発達支援の利用者負

担無償化の対象以外の方 

904～1,035 円 1,070 円 

☆所得に応じた負担上限月額があります 

支援内容 

療育及び発達の支援を必

要とする未就学児（主に発達

障害）を対象に、自己肯定

感・柔軟性を育みながら、 

日常生活において自立的に

行動できる力を身につける

ための支援をしています。

（主に基本的動作の習得・コ

ミュニケーション・遊び・概

念学習等。） 

小・中・高校生で発達障

害の診断（主に知的障害を

有しない方）を受けている

方を対象に、個別セッショ

ンを行っています。（主に、

自己認知・コミュニケーシ

ョン・感情コントロール・

ソーシャルスキル等を中

心とした支援です。） 

保育園・幼稚園及び小学校

等の集団生活に適応するこ

とができるように訪問支援

員が保育所等を訪問し、個々

の発達の特性に配慮する点

などお子さんに必要な支

援・助言等を行います。 

 ※放課後等デイサービスと保育所等訪問支援については、原則当事業所の児童発達支援を利用していた児童を対象としています。 

《利用までの流れ》 

１ 電話（017－752－0562） 

居住地、療育機関等、お子様のご様子（年齢、性別等）など簡単な聞きとりを実施し、保護者さん

の質問等にもお答えします。 

２ 見学 

事前申し込みをお願いします。保護者さんのみ来所してもらい、活動場所の見学と支援内容につい

ての説明をいたします。 

３ 手続き 

利用希望される場合は、「受給者証」が必要になります。相談支援事業所（※１）にて利用 

計画書（※２）を作成依頼し、各市町村窓口にて給付費の支給申請を行っていただきます。  

４ 契約 

契約前にお子さん同伴での見学をお願いします。直接来所していただき、契約の手続きとなり 

ます。(受給者証・はんこが必要です。)  

５ 利用開始 

初回の利用日を決め、利用開始となります。 

定員が一杯の場合には受け入れられない場合があります。（キャンセル待ち） 

  

   ※１相談支援事業所・※２利用計画書については、事業所見学の際に相談に応じます。 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちの児童発達支援では、発達障害のある就学前の幼児さんを対象に、自立的活動を目的とした

支援を行っています。主なメニューは、コミュニケーションの成立・成功経験を重ねることで人とや

りとりをしたいという気持ちを育むコミュニケーション指導、それぞれのお子さんに応じた身辺自立

の支援、社会性やルールやマナーについての学習、概念学習となります。 

エリア内は、１０種類程度の個別活動場所（アート・ブック・CD・DVD・ビーナ・お勉強等）を設

定し、大人になった時のことを想定して、一人で余暇を過ごすことができるように様々な活動を取り

入れています。 

並行して、朝の会での活動、行事（製作・おやつ作り・音楽活動・外出・ゲーム等）での集団活動

も取り入れています。幼児期にいろいろな経験をすることで、お子さんの将来の生活の幅を広げてい

きます。 

 

様々な活動には、自分で見てわかる工夫（環境設定を含む）を行っており、お子さんが自分でできたと

いう達成経験を通して自己肯定感を育めるようにしています。お子さん一人ひとりの特性や発達レベルに

合わせた個別支援計画に基づき、将来お子さんが自信を持って自立的に生活できるように、療育を実施し

ています。 

詳細についての確認や相談は直接担当者までお電話ください。 

個別学習 自立活動 集団活動 コミュニケーション指導 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

所在地 

〒０３０－０９４５ 

  青森市桜川九丁目１１－６ 

 

T E L     ０１７－７５２－０５６２ 

F A X    ０１７－７１８－３２１１ 

 

ホームページ http://life-support-aoba.jp/ 

ブ ロ グ  https://ameblo.jp/lifesupport-aoba/   

   


